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１．はじめに

　信用組合における業務やサービス内容は、銀行を

はじめとする一般の金融機関とほとんど変わりがな

いが、銀行が営利を最大の目的とする株式会社の形

態であるのに対し、信用組合は、協同組織金融機関

として、顧客（組合員）の経済的地位の向上や相互

扶助を最大の目的とする非営利組織である。また、

信用組合には、地域型、職域、業域型といった 3つ

の業態 1) が存在し、それぞれの地域経済・社会を支

える役割を果たしている。

　ところが、近年、信用組合などの協同組織金融機

関のあり方に対する様々な批判が提起され、その存

在意義が厳しく問われている。特に、2008 年 3月、

金融審議会金融分科会第二部会に設けられた「協同

組織金融機関のあり方に関するワーキング・グルー

プ」では、協同組織金融機関をめぐる状況の変化な

どを受け、これらが担うべき役割を十全に果たして

いないといった論点が提起された。その根底には、

不良債権問題、業務の問題、組織の問題、連合会の

問題、目利き能力などに関わる人材問題など、機能

論的かつ組織論的な問題が存在する 2)。

本研究の主たる目的は、協同組織金融機関の存

在に対する様々な議論のなかで、地域経済・社会に

おける信用組合の存在価値を検討するための新たな

アプローチを提供することにある。というのは、金

融機関としての信用組合の機能を明確に認識しなが

ら、地域コミュニティの活性化といった非金融的・

社会的機能にも注目し、その実態を明らかにするこ

とである。

　本稿の構成は次の通りである。第 2節では、今後

の信用組合のあり方について論じた先行研究を整理

し、 これらとは異なる本研究での分析視角について

紹介する。第 3節では、日本における信用組合制度

の形成について歴史的視点から概観する。第 4節で

は、 戦後から現在に至るまでの信用組合の再編過

程（全国・都道府県）とその特徴について論じる。

その分析結果を受ける形で、第 5節では、新潟県糸

魚川信用組合が行う様々な取り組みの具体的内容か

ら、地域経済へ果たす金融的機能だけではなく、「ま

ちづくり推進室」の取り組みが生み出す地域コミュ

ニティ活性化への効果も加えて、現代的意味での地

域型信用組合の存在条件とその実態について明らか

にする。最後に、今後の地域型信用組合のあり方や

地域経済・社会における存在意義について改めて結

論づける。

２．先行研究と本稿における分析視角

　ここでは、数は少ないものの、近年における信

用組合の様々な機能を扱った先行研究の諸論点を

踏まえた上で、本研究の分析視角について明確に

しておく。

(1) 今後の信用組合のあり方に関する諸論点

　戦前には、信用組合の変遷に沿った形で、産業組

合、市街地信用組合などの性格から、制度論、形式

論など、数多くの研究が行われていた。これとは対

照的に、戦後に入ってからは、信用組合のみに焦点

を当てて機能論ないし組織論的アプローチからその

実態を明らかにする研究はほとんど蓄積されていな

い。というのも、後述するように、今日の信用組合は、

1951 年の信用金庫法の施行以降の新たな設立（主

に、地域型信用組合）が多い、バブル崩壊の影響が

一段落した 2003 年頃まで激しい再編過程を経てき

たからである。

　こういった状況のなかで、近年には、主に信用組

合の今後のあり方をめぐる議論が行われている。

　谷地（2011）と家森（2014）は、信用組合の存

在意義である「相互扶助」、「非営利」の意味合いを

いかに現代的視点で捉えていくのかについて論じて

いるが、それぞれ、相互扶助の程度に対する客観的

指標の必要性と地域金融機関としての役割を強調し

ている。

　谷地（2013）は、信用組合と信用金庫との相違
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点を明確化する試みとして、東海 3県（愛知、岐阜、

三重）に本店をおいた地域型信用組合と愛知県内に

本店をおいた信用金庫の経営理念と地域貢献活動に

関する比較分析を行ったが、両組織の間における違

いは明らかでないと結論付けている。

　また、谷地（2014）は、信用組合の 3業態のなかで、

業域型・職域型信用組合がどのような理念の下で活

動しているのかを考察し、これらの今後のあり方と

して、組合員との間、組合員間における絆の強化、

組合員のニーズへの的確な対応、組合員が抱える課

題に対する解決への貢献などを取り上げている。

　これらの先行研究は、信用組合が抱えている諸問

題を解決すべき課題として明確に認識した上で、今

後のあり方について検討し、代案を模索・提言して

いる点で示唆に富む成果であると考えられる。実際

に、バブル経済の崩壊、金融自由化といった環境変

化のなかで、破綻や規模拡大（合併など）により経

営効率化を図った事例が多数存在し、「協同組織金

融機関のあり方に関するワーキング・グループ」で

指摘された様々な問題で悩んでいる信用組合も少な

くない。とはいえ、個々の問題意識を全ての信用組

合へ一般化した形で論じている点、相互扶助の現代

的意味合いの実態を把握するにあたって、各信用組

合のディスクロージャー誌やホームページで公開さ

れた情報のみに依存している点では、その限界があ

るといえる。

（２） 実証対象としての地域型信用組合と本稿に

おける分析視角

信用組合は、他の金融機関に比べて、小規模（大

型化した信用組合を除く）で、狭域に根ざしている

ケースが多いため、地域経済・社会とのより深い関

係性が認められる。なかでも、地域型信用組合は、

日本全体の信用組合のうち 70％以上（2016 年基準）

を占めており、営業エリアにおける地域住民や職場

の勤労者、地元の中小企業や商工業者などを対象に

事業を営んでいる。ところが、これらが実際に地域

経済・社会に結ばれている実態（特に、戦後）につ

いてはこれまであまり注目されてこなかったといえ

る。このことは、地域型信用組合自体が日本全体の

金融市場に占める比重が非常に低い（単純計算で、

預金：1.2％、貸出：1.3％）点 3) だけではなく、信

用組合業界から組合員や地域社会に対し、自分らの

存在意義を積極的に情報発信してこなかったことに

起因すると考えられる 4)。

そこで、本稿は、信用組合の 3つの業態のなかで

も地域型信用組合に焦点を当てて、戦後における再

編過程を全国から都道府県へ、都道府県から特定の

地域へと狭める形で分析を進めていく。特に、オイ

ルショック、バブル経済の崩壊、金融自由化などの

日本経済における急速な環境変化のなかで、健全な

経営態勢を維持しながら、独自の取り組みを通じて

生き残りに成功した信用組合の存在に注目する。そ

して、先行研究の成果と限界を念頭におきながら、

そういった信用組合の地域経済・社会との関係性を

掘り下げることによって、地域型信用組合の相互扶

助・非営利といった理念の現代的意味合いを考察し、

その実態について明らかにする。その際に、信用組

合に関する統計資料の不十分性のため入手できる情

報には制限があるものの、可能な限り金融機関とし

ての業務内容から協同組織性を定量的に導き出し、

定性的かつ動態的でしか評価できない取り組みとそ

の効果を加える（ヒアリング調査を中心に）ことで、

先行研究とは異なる新たなアプローチを試みる。 

このような分析視角は、信用組合の存在意義・存

在条件についてより総合的な形で説明する上で有効

であろう。また、その延長線として、近年の協同

組織金融機関に対する様々な批判的議論を乗り越え

て、今後の信用組合のあり方を論じる際にも参考に

なると考えられる。

３．日本における信用組合の成立と歴史

　本節では、信用組合制度の成立における歴史的経

緯についてまとめていく。

（１）日本における信用組合の成立と歴史

　日本における信用組合の始まりやその歴史的経緯

については、村本（2014）『信用組合史－続』、『信

用組合小史』、『日本金融論の史的研究』などの文献

において詳しく整理されているが、ここでは、全国

信用協同組合連合会の公開資料に基づき、日本にお

ける信用組合の歴史についてまとめておく。なお、

表 1は、日本における協同組織金融機関の歴史的変

容と根拠法についてまとめたものである。

　信用組合の起源は、19 世紀中頃、ドイツで誕生

したが、日本でもほぼ同時期に「協同」の精神を持っ

た 2つの組織・制度が誕生した。
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　まず、先祖株組合は、1838 年に大原幽学の指導

により下総国長部村（現在の千葉県香取郡干潟町）

で始まった協同組織で、組合員は、出資として所有

地を提供した。土地からの収益で生活に困った村民

を救済し、土地の改良や新たな農地を開拓するため

の資金とするものであった。

　次に、五常講は、二宮尊徳が小田原藩の使用人や

武士達の生活を助けるために創設した資金を貸し借

りする制度である。この考え方は、後に報徳社とい

う組織にその精神が受け継がれ、静岡県を中心に数

多く設立された。

　明治時代に入り、信用組合の前身となる「産業組

合」が誕生したが、当時の日本では、近代的な金融

制度が整備されてきたものの、零細な農民や商工業

者は産業革命期のイギリスやドイツのように銀行の

取引先としてみなされてなかった。この結果として

起きた庶民の窮状を打開するために、1900（明治

33）年に「産業組合法」成立し、日本における法律

に基づいた信用組合制度の歴史がはじまった。

　大正期になっても中小企業に対する金融は悪化し

つつ、この問題に対処するため、1917（大正 6）年 

に「産業組合法」の改正が行われた。その結果、市

街地の信用組合は主に都市の中小商工業者のための

「市街地信用組合」と、従来の産業組合法に基づく「準

市街地信用組合」に分かれることとなり、このうち

「市街地信用組合」は徐々に定着・発展し、その結果、

1943（昭和 18）年に単独法として「市街地信用組

合法」が成立し、「市街地信用組合」は都市におけ

る中小企業者、勤労者・生活者のための金融機関と

してその領域を広げることになった。

　戦後においても、中小企業の資金難は熾烈な状況

であった。このようななか、中小企業庁は商工協

同組合や市街地信用組合を統合し、その資金利用に

よって中小企業の金融難を解決する方策を考案し

た。 その結果、1949（昭和 24）年に成立したのが「中

小企業等協同組合法」と「協同組合による金融事業

に関する法律」である。この法律によって、一旦は

分かれた市街地信用組合、準市街地信用組合、信用

事業を行う商工協同組合が信用協同組合として統合

されることになった。その後、1951（昭和 26）年

に「信用金庫法」が施行され、市街地信用組合の多

くは信用金庫法に基づく「信用金庫」に転換し、協

同組織性を強く意識した市街地信用組合は中小企業

等協同組合法に基づく「信用組合」として、現在に

至る。 

（２） 信用金庫法の実施の前後における信用組合

の再編

　これまで述べたように、信用組合は、江戸時代か

ら続く協同・相互扶助の精神の基に、発足以来幾多

の変遷を経ながら発展を遂げてきたと考えられる。

とはいえ、これまでの歴史的経緯だけで、今日にお

ける信用組合の存在意義や今後のあり方を論じるに

は不十分である。

　1949 年の中小企業等協同組合法と協同組合によ

る金融事業に関する法律の制定により統合された信

用協同組合が現在の信用組合の形で定着しはじめた

のは、1951（昭和 26）年 6月 15 日の信用金庫法

の制定が大きな転換点となる。というのも、同法の

施行によって、信用金庫への組織変更が可能であっ

た 2年間（1953（昭和 28）年 6月 14日まで）、既

存の信用組合の大部分が改組の道へ進んだからであ

る。

　具体的に、信用金庫法の施行当時の信用組合は、

総 653 組合であったものが、同年 10月末までの第

1次改組期に 249 組合、第 2次改組期の 1952（昭

和 27）年 6月まで 215 組合、1953 年（昭和 28年）

6月までの 1カ年間の改組期間延長期の第 3次改組

で 96組合、合計 560 組合が信用金庫へと改組した。

また、合併・解散等により 21組合が消滅し、1953（昭

和 28）年 6月 15 日の時点で 72組合がそのまま信

用組合として残ることを選択した 5)。

　しかしながら、こうした結果には、その期間中に

新設された信用組合の数が含まれていない。ここで

注目すべきことは、既存の信用組合の急減（主に信

用金庫への改組）の一方で行われた新たな信用組合

の設立である。

　銀行局統計調査年報（昭和 31 版）によると、

1955 年 3月末の全体信用組合の数は、総 415 組合

であった。これらを設立年度別にみると、1949（昭

和 24）年以前に 31組合、1950（昭和 25）年中に

31組合、1951（昭和 26）年中に 34組合が新たに

設立された。それから、1952（昭和 27 年）中に

116 組合、1953（昭和 28）年中に 111 組合、1954（昭

和 29）年中に 44 組合、1955（昭和 30）年以降に

48組合が新設された。

　すなわち、信用金庫への組織変更が可能であった

2年の間、約 90％の既存の信用組合が信用金庫へと
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改組したものの、昭和 31 年 3月末を基準に、少な

くとも 300 以上の信用組合が 1951（昭和 26）年 6

月 15 日以降に新たに設立され、現在の信用組合を

形成しはじめたと考えられる。 したがって、戦後に

おける信用組合の歴史的変容を明らかにするために

は、信用金庫への組織変更の最終日であった 1953

年 6 月 15 日以降を分析の時間軸として設定するの

が妥当である。 

４．戦後における信用組合の再編過程の実態 

　ここでは、第 3節で述べた今日の信用組合の形

成における歴史性を踏まえた上で、信用金庫法の

施行から近年までの信用組合の再編過程を全国及

び都道府県ごとに確認し、その特徴について論じ

る。 

（１）戦後における信用組合の再編過程

①  信用組合と組合員の数の変化

　信用組合の数は、信用金庫法が実施された 1951 

年 6 月前後から新たな設立が増大しはじめ、経済の

高度成長期を経て 1969 年には 542 組合へとピー

クに達した。ところが、1973 年と 1979 年にはオ

イルショックが生じ、それ以降の不況によって高度

成長期を支えてきた中小企業の経営は軒並み悪化し

た。この影響を受けた一部の信用組合で経営危機が

表面化しはじめ、1974 年以降、こういった経営上

の問題を起こした信用組合が急増した 6)。

　1980 年代に入り、金融環境における行政の強力

な自由化・弾力化が進められ、金融自由化への動き

が一層高まることとなった。とりわけ、バブル経済

の 崩壊が本格化した 1993 年以降、急激な環境変

化のなかで競争力が低下しつつ、1998 年の金融再

生法の施行の前後から経営破綻した信用組合が急増

し、その数は、2015 年の 154 組合まで 70％以上

も減少した（図 1）。

　さらに、新たな信用組合の設立は、1960 年代後

半から、法律によって強く抑制されてきた。1967

年 10 月に金融制度調査会が行った「中小企業金融

のあり方について」の答申を基に、中小企業金融の

円滑化と効率化を基本理念とした中小金融二法が制

定され、その後、1968 年 8 月 31 日の「信用組合

基本通達」の趣旨に沿った形で、抑制的な態度で臨

む指導が行われた。特に、地域型信用組合の設立に

ついては、中小金融機関全体を通じて、その体質強

化が必要である当時の現状に鑑み、一部例外を除き

厳に抑制する方針がとられてきた 7)。こういった制

度的影響により 1969 年から 2015 年まで新設した

地域型信用組合は 28組合（うち、20組合は外国人

系）に過ぎない。

　一方、組合員数は、1969 年以降の信用組合数の
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減少のなかでも1997年まで増加しつつあった（図1）。

このことは、少なくとも 1997 年までの再編におい

て、経営上の問題が発生した信用組合に対し、行政

庁の適切な指導、地元信用組合の協力、 全国信用

組合連合会の親身の援助などが行われた結果、預金

者（組合員）にはいささかも不安を与えず事件を終

結することができたからである 8)。しかしながら、

1997 年をピークに組合員数は 2003 年まで急減し

た。こうした傾向は 1998 年の金融再生法の施行か

ら、経営破綻に陥った信用組合による事業譲渡が数

多く生じたこと（表 2）が最も大きな原因であると

考えられる。なぜなら、経営破綻による事業譲渡の

場合は、同等・吸収合併とは違って、組合員の資格

が直ちに法定脱退となるからである 9)。

　1997 年以降の信用組合の破綻とその処理は、

2003年まで続き、ようやく一段落した。それ以降、

組合員数は、再び回復しはじめ、現在まで増加傾向

にある。こうした組合員数の変動に伴い、日本全体

の信用組合の預金・貸出残高は、1995年をピークに

2003年まで縮小し、その後、再び回復している（図2）。 

②  バブル崩壊期における信用組合の破綻の特徴

　それでは、信用組合の数と組合員数が最も大きく 

減少した 1997 年から 2003 年の間に経営破綻した

信用組合は、どのような問題を抱えていたのか。

　預金保険機構（2005）は、1991 年から 2002 年

の間に破綻した金融機関（180 先）における具体的

な破綻要因について分析しているが、表 3と表 4は、

その結果をまとめて示したものである。 
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　まず、破綻金融機関を本店所在地別に分類し、破

綻原因の分布をみると、大都市圏（首都圏、大阪圏、

地方中核都市）では、「貸出債権の不良化」を破綻

原因とした金融機関が圧倒的に多く、その他地域で

は、「有価証券投資などの失敗」を破綻要因とした

金融機関が多い特徴がある（表 3）。このことは、資

金需要における地域間格差から説明することができ

るが、大都市圏では、相対的に資金需要が多いため、

他の地域に比べて預貸率が高いのが一般的である。

これに対し、大都市圏以外の地域では、貸出で回せ

なかった剰余資金が有価証券に投資されやすい環境

にあるといえる。そして、貸出債権の不良化を破綻

原因とした金融機関の内訳を大都市圏とその他地域

に分けてみると、大都市圏では、「不動産関連業種

への与信集中」を破綻原因 としたケースが最も多く、

その他地域では、「景気低迷等」を破綻原因とした

金融機関の割合が高いのが特徴的である。このこと

は、大都市圏では不動産バブルの度合いが相対的に

大きかったことに対し、他の地域では、不動産向け

与信よりも地元経済の状況により影響されていたか

らであると考えられる。 

　次に、業態別（銀行と信用組合との比較）に破綻

原因区分の分布をみると、業態を問わず、「貸出債

権の不良化」を破綻原因とした金融機関の割合（銀

行では全先、信用組合では 90％以上）が最も高い（表

4）。また、貸出債権不良化の内訳をみると、銀行では、

「不動産関連業種への与信集中」が約 75％と高いこ

とに対し、信用組合では、「景気低迷など」による

債権不良化が約 30％となっているのが特徴的であ

る。

（２）都道府県別にみた信用組合の再編過程

①  信用組合の数及び組合員数の変化

　図 3は、前項でみた 1955 年から 2015 年までの

全国における信用組合数と組合員数を都道府県ごと

に描いたものであるが、信用組合の数は、全国の動

きと同様に、いずれの都道府県でも減少傾向にある。 

　一方、組合員数は、年度ごとの増減の差はあるも

のの、全国の動きとは異なる都道府県、すなわち、

青森、新潟、群馬、福島、茨城、山梨、岐阜、広

島、鹿児島県において、増加・維持していることが

わかる。前述のように、全国の信用組合の組合員数

は、1997 年をピークに急減しはじめ、2003 年以降

回復 趨勢にあるが、上記の 9県では、1997 年以降

も、組合員数は減少せず、これまで増加ないし維持

してきた。このことは、まず、信用組合同業種間合

併により組合員をそのまま引き受けたケースが考え

られ、あるいは金融機関として健全な経営だけでは

なく、何らかの形で組合員との深い関係性を求める

なかで組合員を維持・確保してきたケースもあり得

る。

　したがって、これらの地域で生じた再編過程の実

態と特徴を詳しく検討することによって、どのよう

な姿勢で組合員との関係性を深めてきたのかを掘り

下げる必要があり、これは、本研究の主な課題であ

る今後の信用組合のあり方について論じるためにも 

重要であるといえる。

　ここでは、上記の 9県のうち、2015 年現在、日

本全体において信用組合と組合員の数が最も多く存

在する新潟県（信用組合数：11 組合、組合員数：

219,722 人）を事例として取り上げてより詳細な分

析を進めていく。

②  新潟県における信用組合の再編過程

　新潟県内には、2015 年現在、10 地域型信用組

合、1職域型信用組合の総11信用組合が存在するが、

地域型信用組合の数だけでみると、全国で東京都（12

組合）の次に多い（表 5）。

　図 4は、1951 年の信用金庫法の実施以降、新潟

県における信用組合の再編過程を描いたものである

が、前項でみた全国的な再編過程とは異なる特徴を

見出すことができる。

　とりわけ、信用組合の破綻とその処理が最も激し

く進んだ 1993 年から 2003 年の間、1999 年の長

岡商工信用組合の経営破綻を除けば他に事例はない
10)。さらには、再編過程が一段落した2003年以降も、

2010 年（両津信用組合＋新潟縣商工信用組合＝新

潟縣信用組合）と 2014 年（五泉信用組合＋水原郷

信用組合＝さくらの街信用組合）に 2件の信用組合

同業種間合併があったものの、経営破綻したケース

はない。つまり、新潟県における信用組合では、他

の都道府県に比べて、ある程度健全な経営態勢を維

持してきたと考えられる。

③  近年における新潟県内の地域型信用組合の現状 

　図 5は、新潟県における信用組合の預金・貸出金 

の変化を示したものである。

　預金に関しては、1993 年以降、やや減少してい
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るが、図 2でみたような全国的状況とは違って、減

少の幅はそれほど大きくない。一方、貸出量は、全

国傾向が2003年以降再び増加していることに対し、

新潟県では 2003 年水準に止まっている。

　それでは、信用組合ごとの主な経営指標を基に、

県内のそれぞれの地域における現状の詳細について

考察していく。

　図 6は、2003 年以降、新潟県内の 10 地域型信

用組合の主な経営指標の変化を示したものである

が、糸魚川信用組合において特筆すべき実績を上げ

てきたことが分かる。

　まず、貸出については、10 組合とも年度ごとの

増減が激しいため、糸魚川信用組合のみの特徴を見

いだすことが難しい。ところが、預金・積金、組合

員数、出資金に関しては、分析期間の 2003 年から

2015 年までの全ての年度において、前年対比増減

率が（＋）値であり、この他に同様の組合は存在し

ない。また、表 6でみるように、糸魚川信用組合の

1店舗当たり預金額は、91億円を超え、県内地域型

信用組合のなかで最も多い。さらに、役職員 1人当

たり組合員数は、139.1 人で、県内で協栄信用組合

の次に少ない。　

　この 2つの指標は、信用組合がどれだけ地域に密

着しているのかを統計的・客観的に判ずる指標とし

て捉えることができる。というのも、糸魚川信用組

合と協栄信用組合の事例でみるように、役職員 1人

当りの組合員数が少なければ少ないほど組合員との

より密接な関係性を生み出せる環境にあるといえ、

1店舗当たり預金額は、一般的に営業エリアにおけ

る店舗ごとの営業力が反映された結果として現れる

からである。

５． 糸魚川信用組合の取り組みからみる地域型信

用組合の存在意義・存在条件

　本節では、糸魚川信用組合の金融機関としての組

織運営、組合員及び地域経済・社会との関係づくり

に向けた様々な取り組みの具体的内容について検討

し、ヒアリング調査 11) の結果も加えながら、地域型

信用組合の存在意義・存在条件について考察する。

（１）糸魚川信用組合の概要

①  糸魚川信用組合の設立と近年における経営状況

　糸魚川信用組合は、信用金庫法の施行以降の

1951 年 10 月、銀行からの資金借り入れに困り抜

いていた地元の商工業者の集まりにより設立された
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地域型信用組合の典型で、新潟県糸魚川市に本店を

おきながら、現在、6店舗を営んでいる 12)。そのう

ち、5店舗は、糸魚川市内に存在し、市外には上越

市の 1店舗があるものの、上越支店は、糸魚川市外

へ進出した企業を支えるサブ機能の役割を果たして

おり、組合全体の預金・貸出は、糸魚川市内のもの

が圧倒的（90％以上）である 13)。つまり、糸魚川信

用組合は、糸魚川市を主な営業エリアとし、業界の

なかでもかなり狭い地域を基盤とする、いわゆる、

地域限定主義の志向の組合である。

　信用組合などの協同組織金融機関は、都道府県よ

り狭域の市町村単位を主な営業領域としているた

め、有価証券投資を除いた貸出機能は、地域内の資

金循環に直結する（金、2017）。同様に、糸魚川信

用組合の金融機能（預貸業務）は、本店所在地の糸

魚川市を中心とする営業圏域において、市内で集

まった預・積金を貸出の形で再び市内へ再投資され

るといった地域内資金循環に直接的に結びついてい

るといえる。

　それでは、糸魚川信用組合の預金量と貸出量は、

糸魚川市内においてどれだけのシェアを保っている

のかについてみていく。

　表 7は、糸魚川市内金融市場における金融機関の

業態別シェアを示したものであるが、市内金融市場

は、預金と貸出それぞれ、約 2,209 億円、約 826

億円規模であり、大手銀行を除いた全ての金融機関

の業態が進出し、激しい競争関係にある。こういっ

た状況のなかで、表 7でみるように、糸魚川信用組

合が市内に占める預金シェアは、約 23.2％、貸出シェ

アは、約 22.3％となっており、県内の有力地方銀行

（預 金：32.7％、貸出：22.6％）に立ち並ぶほどの

水準にあることが分かる。

　このことは、新潟県内の 11 信用組合が県内に占

める預金・貸出シェア（預金：5.3％、貸出：6.4％）、

全国の 154 信用組合が日本全体に占める預金・貸出

シェア（預金：1.7％、貸出：1.8％）の水準を考慮

すれば、地域内での糸魚川信用組合の知名度がどれ

だけ高いのかを表している。

　また、糸魚川信用組合の預貸機能の変化を糸魚川

市における経済・社会の現状と合わせてみると、図7

に 示したように、近年、糸魚川市においても、大都

市を除いた地方都市でよく現れている高齢化、人 口

減少、景気低迷により事業所数・従業者数の減少な

どの問題が進んでいる。ところが、こうした状況の

なかでも、糸魚川信用組合の預・積金の全体量は増

加しつつあり、貸出量における急激な減少はみられ

ない。このような糸魚川信用組合の近年における経

営状況は、特筆すべき事例であり、その要因につい

て詳しく掘り下げてみる必要がある。

②  組合員の概念と経営理念としての「地域限定主義」

　第 2節で述べたように、これまで伝統的な意味合

いでの信用組合の組織理念とは、相互扶助の精神に

基づき、組合員の利益増進に努めることであるとさ

れてきた。

　糸魚川信用組合の組織理念においても、そういっ
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た考え方と大きく離れないものの、現代的意味合い

での組合員の概念として、「糸魚川地域の住民全体

を潜在的組合員」として認識し、組合の理念を支え

る基本方針として、いわゆる「地域限定主義」を志

向してきた点は重要である。

　組合の設立当時の組合員は、主に地元の商工業者

となっていたが、日本経済の成長、バブル経済の崩

壊、グローバル経済の影響などにより地域産業構造

や地域社会における環境が変化し、地域金融市場を

めぐる競争環境も変わってきた。こういった時代の 

流れにつれて、組合員の概念についても再認識する

必要があった 14)。つまり、現代における地域型信用 

組合の役割は、地元の商工業者間の相互扶助といっ

た狭義の機能から、地域経済・社会での貢献といっ

た広義の機能へと発展してきたと考えられる。

　一方、「地域限定主義」とは、合併・事業譲り受

けなど、経営の効率化を図る大型化戦略とは違って、

限られているエリアのなかで、より深く浸透し、シェ

アを高めていこうとする経営戦略である。

　糸魚川信用組合は、周辺の金融機関に比べて、小

規模で、資金力においても規模の大きい企業を取引

先にするほど強くない。したがって、顧客（組合員）、

役職員も全て地元の人である利点を十分に活かしな

がら、目の届く範囲で、我が町の金融機関といった

意識を地域全体へ広げることによって、地域社会や

潜在的組合員である地元住民との新たな関係性を創

出していく方が、今後、金融機関として組合が生き

残るためにもより適切な方向であろう。また、組合

の規模を拡大していけばいくほど、地域との関係性

は薄くなるのは当然で、信用組合としての良さがな

くなる恐れがある 15)。

（２）地域型信用組合としての本質的（金融）機能

①  地域との結びを強化する金融商品づくり

　地域型信用組合といった金融機関としての糸魚川

信用組合の取り組みのなかでは、一般的な金融商品

だけではなく、様々な「地域連関型金融商品」の開発・

販売が注目できる。

　まず、糸魚川市との連携により開発した金融商品

として、糸魚川市住民の健康検診受診率が県内で最

も低い水準にあることから、市特定診断検診、あ

るいは施設診断を受診する市民に対し、金利を上乗

せる預金商品がある。そして、糸魚川市が実施して

いる「空き家情報提供制度」と連携し、地域の空き

家の利用を希望する住民に対し、資金面で支援する

貸出商品がある。これに加えて、2015 年 11 月に、

糸魚川ジオパークがユネスコ世界ジオパークに認定

されたことから、その情報を拡散・発信する人材育

成の一環として「糸魚川ジオパーク検定」の合格者

（2015 年基準で 1,422 名）に対し、優遇金利を適

用し、支援する預金商品がある。他にも、地元の不

動産業者との連携による住宅ローン割引、地元の自

動車販売店と連携したマイカーローン割引、パート

ナ企業制度による取引先企業の従業員の福利厚生な

ど、地域との結びを強化するための様々な金融サー

ビスの提供に取り組んでいる。

②  本店機能はなぜ重要なのか

　一般的に、企業の本社は、経営に関わる戦略づく

りや資金分配において、最終意思決定権をもちなが

ら、国内外の分工場、支店、支社などのブランチに

対するコントロールタワーとして機能する。同様に、

金融機関の本店は、融資に対する最終認可や各支店

の管理などの機能を果たしているが、糸魚川地域に

おいて本店機能をもちながら、糸魚川市と連携し、

自治体の地域政策に直接的に関わっている金融機関

は、糸魚川信用組合以外に存在しない。

　実際に、前述の地域連関型金融商品は、糸魚川信

用組合と糸魚川市行政が互いに地域の課題を共有し

ながら、地元の金融機関として何か貢献できないの

かについて議論するなかで生み出されたものである。

また、後述のまちづくり推進室の直・間接的な地域

政策への提言なども糸魚川市内に本店機能を果たし

ているからこそ可能な取り組みであるといえる。

　これに対し、他の金融機関の支店では、若干の金

利調整以外に支店ベースで自治体との連携に関わる

裁量権を一切もたない、必然的に本店の許可を得る

までの時間的コストがかかるため、糸魚川信用組合

のような取り組みは現実的に難しい 16)。 

（３） 地域型信用組合における「相互扶助」理念の

現代的意味合い

①  糸魚川版「しんくみネット」事業

　全国信用組合中央協会では、全国の信用組合の組

合員が経営する店舗・事業を都道府県ごとに紹介し、 

組合員間の相互利益を増進するための「しんくみ

ネット」事業を行なっているが、新潟県内では、糸

魚川信用組合を含む 9組合が参加している。 

-  15 -



－ 16 －

資　本　と　地　域　　第 13号（2018 年 3月）

　糸魚川信用組合は、こういった「しんくみネット

事業」を積極的に活用しながら、いわゆる、糸魚川

版しんくみネット事業の拡大に努めており、このこ

とは、組合員間の相互扶助の現代的意味を客観的に

規定するために、非常に重要な手掛かりの 1つとし

て捉えられる。実際に、新潟県内には 280 先の加盟

店が存在するが、そのうち、糸魚川信用組合の組合

員で、糸魚川市所在の加盟店は 106 先、全体の約

38％を占めている。さらに、上越市所在の加盟店

26先を含めば、県全体の約 47％に達する 17)。加盟

店のなかには、表8でみるように、生活関連サービス、

飲食店、卸売業・小売業を中心に、多様な業種が存

在し、現在も営業エリア内での拡大に努めている。 

　糸魚川版しんくみネット事業により、個人の組合

員は何らかの形で様々な特典を得ることができ、加

盟店は新たな顧客の確保につながる。要するに、組

合員である地域住民と地元商工業者の間に多面的

なネットワークを形成し、あるいは地元の商工業者

間のビジネスマッチング効果をもたらすネットワー

ク機能を果たすことができる。ただ、小規模商工業

の組合員が多い信用組合の特性上、まだ企業間の発

注による大規模な取引関係まで発展していないもの

の、両主体の間での架け橋の役割をしながら、地 域

へ深く浸透している。こういった取り組みは、全て

の企業・ 個人営業の組合員からの許可や特典などの

細かな調整が必要なため、業態を問わず、規模の大

きい金融機関では実現が難しい 18)。

②  高齢者向けのサービス

　また、糸魚川信用組合では、高齢の組合員に対し、

多様なサポート体制を備えている。各支店まで出向

きにくい高齢者に対し、電話で預金を下ろし、現金

を届けるサービスや毎月、集金（いくら少額でも）

に回りながら、金融サービスとは関係ない生活的な

面での世話（家庭内外での様々なお使い）までする

など、高齢の組合員が何不自由なく金融サービスを

利用できるように努めている。さらには、年金、税金、

各種の案内のため、集金回り以外に、定期的な訪問

活動や相談会も開催している。

　糸魚川地域において、高齢化が進んでいる（糸魚

川市の高齢化率は、2010 年：32.6％、2014 年：

35.6％）なかで、単なる金融機能だけではなく、地

元の信用組合は何ができるのかを考え、外回りの職

員が意識できるように、組合のなかで常に教育、工

夫している。また、このような取り組みは、コスト

面だけでは採算が合わないものの、地域型信用組合

の大切な役割の 1つであり、相互扶助の理念にも相

応しい活動として認識し、現在も継続している 19)。

　こういった高齢者向けサービスは、糸魚川信用組

合のみならず、外回り職員が営業の中心となってい

る協同組織金融機関では、一般的に行われている手

法である。とはいえ、今後の年金経済の拡大、日本

全体で深刻化している高齢化社会において、協同組

織金融機関の存在がなぜ必要なのかを説明するのに

非常に重要な意義をもつと考えられる。 

（４） 「まちづくり推進室」の地域コミュニティ活性

化への取り組み（地域型信用組合の社会的機能）

①  まちづくり推進室の概要

　糸魚川信用組合は、2004 年 3 月より「まちづく

り推進室」という内部組織を設置しているが、全国

の信用組合のなかで他に同様の事例はない。

　同組織は、本業の預金獲得や融資業務とは全く無

縁で、信用組合が金融機関として保つ多様な情報を

活用しながら、様々な地域の団体と連携し、糸魚川

市のまちおこしや地域活性化の調整役を担い、地域

情報発信基地として活動することによって、 地域コ

ミュニティを豊かにする専担部署である。そして、

まちづくり推進室の室長は、糸魚川市商工会議所で

勤めていた（定年退職）ため、その情報力をさらに

活かしている。

　なお、まちづくり推進室の取り組みに関わる全て
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のコストは、糸魚川信用組合が自ら負担しており、

あらゆる発行物には、組合の宣伝になり得る内容は

一切含まれていない。

②  地域コミュニティ活性化への取り組み

　地域コミュニティとは、論者によって様々な定義

付けが存在するが、山崎（2009）によると、地域

住民が生活している場所、すなわち、消費、生産、

教育、衛生、医療、遊び、スポーツ、芸能、祭りに

関わり合いながら、住民相互の交流が行なわれてい

る地域社会、あるいは、そのような住民の集団を指

す。

　表 9は、まちづくり推進室が行なっている様々な

取り組みの具体的内容と主な成果をまとめたもので

あるが、そのなかで、地域コミュニティの活性化へ

結びつく諸機能について述べておく。

　第 1に、地域コミュニティへ積極的に参加し、地

元の良さを地域全体へ広める「地域情報の発信基地」

として機能している。具体的には、地域コミュニティ

誌の「いとしんだより」を創刊（年 4回朝刊折込）し、

糸魚川市内全世帯を対象に地域の様々な情報を 共有

している。そして、まちづくりに関わる 27 団体と

なる「糸魚川まちづくり団体連絡協議会」を創立し、

横断的ネットワークの形成による組織間の情報共有

体制の構築に努めている。

　第 2に、地域における様々な現場の声を行政へ伝

える代理者として機能している。例えば、糸魚川市

まちづくりへの政策提言を目的にした「新市まちづ

くり論文」の公募やその応募者グループとなる「ま

ちづくりサポーターズ」を結成し、市長との懇談会

を周旋しており、NPO、青年会、女性会などのまち

づくり団体・業種別団体との定期懇談会で収斂され

た意見を市関係課長との懇談会で伝えるなど、地域

住民の声が実際に地域政策へ反映できるように、多

様な領域における地域コミュニティ組織の核心メン

バーとして活動している。

　第 3に、地域資源を活かした地域振興へ共に参画、

支援している。まず、糸魚川商工会議所、糸魚川法

人会と共同で、「糸魚川翡翠ブランド委員会」を創

設し、世界最古の翡翠文化発祥の地であることを地

域 ・全国へ発信している。そして、糸魚川ブラック

焼きそばの母体組織である「糸魚川うまいもん会」 

の立ち上げを支援することで、地域名物の開発に企 

画の段階から参加している。

第 4に、地元物産品の地域・全国発信の担い手と

して機能している。女性店主が運営しているお店で

販売している地元の特産品を紹介する「ふるさとギ

フトカタログ」を制作し、地域・全国へ発信するこ

とで、2010 年からこれまで 3回にかけて約 12,000

部が発行され、全ての商品が完売された実績がある。

また、東京第一勧業信用組合と連携し、 東京第一勧

業信用組合本店で「魚沼・糸魚川物産展」や「特産

品販売会」を実施するなど、地元特産品を首都圏に

売り込む取り組みを行っており、この連携が縁で糸

魚川への観光も実現されている。

③  地元消費促進運動の展開

　「地元消費促進運動」とは、地元の商業、建設業

（住宅、公共工事など）、製造業（ものづくり）、サー

ビス業など地元業者を積極的に利用することで地元

の元気（地域振興）を取り戻し、将来に亘って住み

やすい糸魚川を守るという趣旨で、2012 年 1 月に

まちづくり推進室より提唱された地域社会運動であ

る。この運動を進めるため、消費者団体や業種組合、

商工団体、モニター企業、行政などの 45 機関・団

体が構成員となる「糸魚川市地元消費促進協議会」

を設立し、啓発活動に取り組んでおり、現在は、全

市民的な社会運動へと発展している。具体的には、

地元消費促進キャンペーンを展開、シンボルマーク

制定、缶バッチ作成、市内共通商品券の進呈、啓発

ツールの作成、標語の募集などの実践活動にとどま

らず、市民力がまちを再興させる規範事例を目指し

て、地酒の需要拡大運動、地元企業の業務用取引な

らびに公的機関の地元発注促進運動も展開してい

る。前述の糸魚川版しんくみネット事業への取り組

みもこういった地元消費促進運動の一環としてみて

良い。

　近年、景気後退などにより、規模の小さなまちほ

ど、廃業・過疎化・若年層の流出が進み、地域活性

化の次の一手に苦しんでいる。糸魚川においても同

様に、人口減少や高齢化の進展に伴い地元での消費

が低迷の一途をたどっているのが実情であり、実際

に、平成 25 年の中心市街地に関する県民意識・消

費動向調査による地元（糸魚川市内）の購買（全品

目基準）割合は、44.8％で、半数以上が地元以外で

購入されている。こういった状況のなかで、地元で

の買い物や業者の利用が減っていくと、お店や業者

の売上が減少し当然経営状態が苦しくなり、従業員
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を縮小するか、廃業に至ることも考えられる。また、

企業からの法人税や住民税などの税収が減少する

と、地域住民の生活に関わる公共施設や公共サービ

スにお金が回らなくなり、その結果として、住民生

活全体に悪影響を及ぼすことにつながる 20)。

　地元で得た所得は地元で消費するといった地元消

費促進運動は、上記のような地域経済・社会におけ

る悪影響を全て解決するとはいえないものの、地域

内経済循環を強化し、地域経済の内的充実を向上さ

せることによって、地域経済・社会への再投資力を

高める側面で、非常に意義のある社会運動であると

評価できる。 

６．結びに変えて（地域型信用組合の存在条件）

　本稿では、今日の信用組合の形成に至るまでの歴

史的経緯を確認し、戦後における信用組合の再編過

程とその特徴を全国・都道府県ごとに描いた。そし

て、新潟県糸魚川信用組合の取り組みに焦点を当て

て、糸魚川の地域経済・社会へ果たす役割について

明らかにした。

　このようなアプローチは、現代的意味での地域型

信用組合の存在意義・存在条件について考察するた

めの一試論に過ぎないものの、糸魚川信用組合の取

り組みは、今後の地域型信用組合のあり方において、

多様な形態の「地域連関」が重要であることを示唆

する。

　糸魚川信用組合の地域内での高い影響力（市内に

占めるシェアでみたように）は、決して一日して成っ

たものではない。このことは、地域の存命は、組合

の存命に直結するといった考え方の下で、地域との

関係づくりへ長年努めてきた結果である。特に、地

域内におけるしんくみネット事業の意識的展開は、

単に、地域内経済循環への効果だけではなく、現代

的意味での組合員間の相互扶助の実現に結びつく。

また、まちづくり推進室の取り組みからみたように、

地域型信用組合が創出する地域連関とは、地域コミュ

ニティの活性化といったこれらの社会的機能からも

生み出すことができ、実現不可能なものではない。

　したがって、今後の地域型信用組合は、どれだけ

地域経済・社会へ根ざし、地域コミュニティを形成・

活性化する一主体としていかに機能（金融的・社会

的）するのかを組織の存在意義や存在条件を論じる

に重要な要素として捉える必要がある。

　最後に、本研究における限界や今後の課題につい

ても述べておかなければならない。

まず、信用組合の存在意義を歴史的観点から明ら

かにするなら、戦前の産業組合、市街地信用組合な

どが果たしていた地域的・経済的・社会的役割につ

いても論じるべきであるが、これに関しては、戦前

における多数の先行研究を参照されたい。そして、

糸魚川信用組合は、業界のなかでもかなり小規模の

信用組合であるため、この事例が信用組合の業界全

体に必ずしも通用できるとは断言できない。した

がって、比較的に規模の大きい信用組合による取り

組みについては、本稿とは異なる分析視角が必要で

あろう。それから、本研究での対象にならなかった

業域・職域型信用組合における存在意義やあり方に

関しては、今後の課題にしておきたい。

【注】

1) 地域型信用組合は、地域の中小零細事業や住民が

つくった組合である。主な営業地域としては、広

いものが県下一円で、大部分の信用組合はもっと

狭い地域で営業を行っており、信用組合のなかで

は最も数が多い代表的な組合である。組合の営業

エリアに住んでいる人たち、事業を営む人たちを

組合員とする。また、地域信用組合のなかには、

在日外国人のための民族系信用組合もある。業域

信用組合は、同じ業種の人たちが集まってつくっ

た信用組合である。医業、出版製本、公衆浴場、

青果市場などの組合があり、同じ事業を営む人た

ちを組合員とする。職域信用組合は、官公庁、企

業などの職場に勤務する人たちがつくった信用組

合である。都県庁・市職員や鉄道会社、新聞社な

どの組合があり、同じ職場に勤めている人たちを

組合員とする（全国信用組合中央協会のホーム

ページによる）。

2) 金融審議会、金融分科会第二部会協同組織金融機

関のあり方に関するワーキング・グループ「中間

論点整理報告書」2p。

3) 日本金融通信社の『金融ジャーナル』、金融マッ

プによると、2016 年基準で、日本全体の信用組

合が全国に占める預金シェアは 1.7％、貸出シェ

アは 1.8％であるが、地域型信用組合は、信用組

合のうち 70％以上を占めていることから、単純

-  19 -



－ 20 －

資　本　と　地　域　　第 13号（2018 年 3月）

計算で、地域型信用組合が日本全体に占める預金

シェアは、約 1.2％、貸出シェアは、約 1.3％である。

4) 谷地（2013）は、地域型信用組合がその存在意

義を組合員や地域社会へアピールするためには地

域型信用組合が目指ものと信用金庫とどのように

異なるのか、目指すものが違うのであればそれを

どのような行動で表していくのか（表しているの

か）、地域型信用組合の取組みが組合員に対して

どのような具体的メリットをもたらすのか（もた

らしているのか）、ひいては地域型信用組合の取

組みが地域社会に対してどのように役立つのか

（役に立っているのか）、などについて積極的に

情報発信していかなければならないと提言してい

る。

5) 新潟県信用組合『新潟縣信用組合 20年史』、8p。

6) 全国信用組合連合会年史編集室　編『信用組合史

- 續』、49～ 50p。

7) 大蔵省『銀行局金融年報』（昭和 50 年版）、

225p。

8) 前掲『信用組合史 - 續』、49～ 50p。

9) 組合員の脱退には、自由脱退と法定脱退の 2種類

があるが、法定脱退（法定事由により、組合員本

人の意思にかかわらず直ちに脱退となる場合）は、

組合員資格の喪失（地区外移転等）、死亡、解散（破

産による解散を含む）などの法定事由が生じた場

合、直ちに法定脱退となり、その時点で組合員と

しての義務・権利（持分払戻請求権を除く）を喪

失することとなる。

10) 2002 年 3月と 12月に、新潟商銀信用組合と朝

銀新潟信用組合の経営破綻があるが、2信用組合

は、民族系信用組合（それぞれ在日韓国人と在日

朝鮮人関係）の特徴があるため、本稿で同様に論

じることは難しい。

11) ヒアリング調査は、2016 年 9 月 27 日、午前

10 時より、糸魚川信用組合本店にて行われ、常

務理事・業務企画部長の金子一男氏、まちづくり

推進室、室長の伊藤一久氏の 2人の方から対応し

ていただいた。調査では、組合の運営や様々な取

り組みに関する詳細な情報だけではなく、貴重な

内部資料まで提供していただいた。 

12) 糸魚川信用組合は、1986 年 10 月、能生信用組

合と合併（経営悪化が原因ではなく、統合管理の

ため）した経緯があるが、能生信用組合は、元々

糸魚川信用組合の能生支所であったものが独立

し、設立（1956 年 5月）された組合で、事実上、

両信用組合は 1つの組合であると見なしても良い

（ヒアリング調査による）。

13) ヒアリング調査による。

14) 同上。

15) 同上。

16) 同上。

17) 全国信用組合中央協会、「しんくみネット」ホー

ムページによる（2016 年 11 月 30日調べ）。

18) ヒアリング調査による。

19) 同上。

20) 糸魚川信用組合、まちづくり推進室の提供資料

及びヒアリング調査による。
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